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１－１．東日本大震災による被災状況等について

（1）

 
電気通信設備の被害状況及び要因について

（1）-1 固定電話回線

①，②

 
交換局及びその他通信ビル局舎

被害はありませんでした。

③

 
伝送路（局舎）

④

 
伝送路（回線）

別紙-1（次頁）に示す伝送路（光ケーブル）が地震により被災（断線）

 
：

計16箇所

総数 被災数（総数比） 内訳（要因別比）

東北地方 2局 1局
（総数比：

 

50%）
④水没

 

：1局

 

（100％）
（国内海底ケーブル陸揚局）
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【別紙‐1】

 
東日本大震災による光ケーブル被害状況
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3月11日の本震による高速道路の
光ケーブル被害状況

：ケーブル切断箇所○○

構成員限り

（以降のスライドにおいて、同じ）
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（1）-２

 
携帯電話回線

①

 
基地局

②

 
伝送路

被害はありませんでした。

総数 被災数(総数比) 内訳（要因別比）

関東地方
（新潟、山梨

 
含む）

（総数比：

 

9%）
①停電

 

：

 

（92％）
②基地局設備故障

 

：

 

（1％）
③伝送回線故障

 

：

 

（7％）

東北地方
（総数比：

 

66%）
①停電

 

：

 

（77％）
②基地局設備故障

 

：

 

（1％）
③伝送回線故障

 

：

 

（18％）
④水没

 

：

 

（3％）
⑤調査不能

 

：

 

（1％）
〔原発エリア〕

１－１．東日本大震災による被災状況等について
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（２）

 
停電による具体的な影響

・

 
携帯電話基地局の蓄電池保持時間の分布

（震災後の停電発生から機能停止まで）

１－１．東日本大震災による被災状況等について

3～5 6～10 11～15 16～20 21～25 26～

停止局数

保持時間
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（３、４）

 
地震、津波による甚大な被害を受けた局舎等

①

 
全損した伝送路局舎

②

 
全損したａｕ無線基地局

 
（1/2）

１－１．東日本大震災による被災状況等について

局 名 地域 市町村 標高（m）
3/11本震

 
震度

被害状況

1 宮城県 2 6強 建物が損壊。建物全体が浸水

局 名 地域 市町村 標高（m）
3/11本震

 
震度

被害状況

1 岩手県 4.7 5強 全損

2 岩手県 3 5強 全損

3 岩手県 2 6弱 全損

4 岩手県 2 6弱 全損

5 岩手県 10 6弱 全損
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②

 
全損したａｕ無線基地局

 
（2/2）

局 名 地域 市町村 標高（m）
3/11本震

 
震度

被害状況

6 岩手県 10 6弱 全損

7 岩手県 2.3 6弱 全損

8 岩手県 2 6弱 ビル損壊、ＣＵＢ全損

9 岩手県 2 6弱 全損

10 岩手県 5 6弱 全損

11 宮城県 2 6弱 全損

12 宮城県 3 6弱 全損

13 宮城県 6 6強 全損

14 宮城県 9.7 6弱 全損

15 宮城県 5 6弱 全損

16 宮城県 5.5 6弱 全損

17 宮城県 0 6強 全損

１－１．東日本大震災による被災状況等について
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１－２．台風１２号による被災状況等について

（1）

 
電気通信設備の被害状況及び要因について

（1）-1 固定電話回線

 
交換局、その他通信ビル及び伝送路にて、被害は無し。

（1）-２

 
携帯電話回線

①

 
基地局

総数 被災数(総数比) 内訳（要因別比）

近畿地方
（総数比：2%）

①停電

 

：

 

（64％）
②基地局設備故障

 

：

 

（0％）
③伝送回線故障

 

：

 

（23％）
④水没

 

：

 

（13％）

東海地方
（総数比：2%）

①停電

 

：

 

（77％）
②基地局設備故障

 

：

 

（1％）
③伝送回線故障

 

：

 

（15％）
④水没

 

：

 

（7％）

関東地方
（総数比：0.6%）

①停電

 

：

 

（86％）
②基地局設備故障

 

：

 

（0％）
③伝送回線故障

 

：

 

（14％）
④水没

 

：

 

（0％）

東北地方
（総数比：0.3%）

①停電

 

：

 

（45％）
②基地局設備故障

 

：

 

（11％）
③伝送回線故障

 

：

 

（33％）
④水没

 

：

 

（11％）
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（２）

 
停電による具体的な影響

・

 
携帯電話基地局の蓄電池保持時間の分布

台風１２、１５号におけるデータ集計は行っておりませんでした。

１－２．台風１２号による被災状況等について

（３、４）

 
台風による甚大な被害を受けた局舎等

①

 
全損したａｕ無線基地局

局名等 市町村 地標高 被害状況 震度 津波高

奈良県 － 土砂崩れで

 埋没
－ －
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２．電気通信設備の安全・信頼性の現状及び強化の方向性（1/2）

3.11以前に講じていた措置 震災等を踏まえ講じた措置 今後の予定

①予備機器等の設置・配

 
備（同規則第４条関係）

・設備の損壊又は故障に対して、予備機器の設置若しくは配備の措

 
置を行っています。

・既存基地局を利用した大ゾーン化

・衛星エントランスを利用した基地局の

 
設置

・無線エントランスを利用した小型基地

 
局の設置

・車載型基地局の増

 
強

・衛星エントランスを

 
利用した基地局向け

 
回線の確保

②応急復旧機材の配備（

 
同第７条関係）

・電気通信回線設備を良好な状態に維持するのに必要な応急復旧

 
機材は、当該設備の工事、維持及び運用を行う事業場を統括する

 
事業場（交換局）及び無線基地局等に配備しています。

・適宜、復旧機材の配備を実施 ・

 

可搬型基地局の配

 
備

③電気通信設備の耐震

 
対策（同第９条関係）

・電気通信回線設備が転倒又は移動することを防止するため、一般

 
に装置架等は上部を鋼材に、下部を床面に固定金具又はボルトで

 
固定しています。また、鋼材は通信機械室の天井面、壁面等に固定

 
したり、耐震枠を構成して床面に固定しています。なお、装置の構造

 
が自立形の場合は、下部を床面に固定しています。

・特に大きな問題無し ・今後も継続して耐震

 
基準を満たすべく対

 
策を実施

④停電対策（同第１１条

 
関係）

・商用電源停電時には通信の途絶がないように予備電源設備とし

 
て交換設備には蓄電池及び予備発電装置、伝送路設備には蓄電

 
池を設置しています。

・移動電源車を被災地にて稼動、及び発

 
動発電機を適宜設置し対応

・約2000局で24時間

 
以上稼動可能なバッ

 
テリーを配備

・発動発電機の配備

 
増強

⑤防火対策（同第１３条

 
関係）

・建築基準法、消防法、危険物の取扱いに関する規則等に規定され

 
る内容に加え、以下の方針により自動火災報知設備及び消火設備

 
を設置しています。
(1)

 

自動火災報知設備
すべての通信機械室に自動火災報知設備を設置しています。無線

 
基地局において火災を検知した場合は、警報を交換局監視室に転

 
送しています。
(2)

 

消火設備
すべての通信機械室にハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、ス

 
プリンクラー消火設備（消防法上の確認が取れた都道府県に限る）

 
又は携帯用消火器を設置しています。

・特に大きな問題無し ・今後も継続して防火

 
対策基準を満たすべ

 
く対策を実施
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２．電気通信設備の安全・信頼性の現状及び強化の方向性（2/2）

3.11以前に講じていた措置 震災等を踏まえ講じた措置 今後の予定

⑥屋外設備（同第１４条

 
関係）

・空中線及び空中戦の支持物は、耐震性、風圧力・地震力に対して

 
建築基準法で定める安全な構造とし、かつ、耐温湿度変動及び耐

 
食性等について充分に配慮した構造としています。
・空中線については、鉄塔に設置する場合と建物の屋上に設置する

 
場合とがありますが、いずれもそれらの構内及び建物への立ち入り

 
は、その管理者によって管理されています。さらに、当該空中線の支

 
持物には、公衆が容易に昇れないよう、昇塔防護機構が施されてい

 
ます。

・特に大きな問題無し ・今後も継続して屋

 
外設備基準を満たす

 
べく対策を実施

⑦設備を設置する建築

 
物に係る自然災害対策（

 
津波・洪水対策等）、火

 
災対策（同第１５条関係）

(1)

 

地震
建物は存在期間に１回以上遭遇する可能性の高い地震について、

 
安全であるよう設計されています。また、キュービクル等も同様の震

 
度に耐えられるようアンカーボルトで強固に固定しています。
(2)

 

台風・水害
建物は、存在期間に１回以上遭遇する可能性の高い暴風について

 
、安全であるように設計されています。地盤の低い地域に設置する

 
場合は、浸水対策として基盤の高上げ又は防潮堤を施設しています

 
。
(3)

 

火災
建築物は、不燃構造とし、万一火災が発生した場合でも被害を抑え

 
るためこれを直ちに感知、報知する設備と消火のための設備を設置

 
し、被害の拡大を防ぐように設計しています。
(4)

 

雷害
建築物は必要に応じて各アンテナ毎に避雷措置を講じ、雷に対して

 
通信運用上支障を与えないように設計しています。

・津波により、基地局に被害が発生し

 
たが、既存基地局を利用した大ゾーン

 
化、衛星エントランスを利用した基地局

 
の設置、および無線エントランスを利用

 
した小型基地局の設置を行い復旧。

・同様に、国内海底ケーブル陸揚局に

 
も被害が発生したが、迂回路を構築し

 
復旧。かつ、基幹ルートの3ルート化を

 
図り、中継系伝送路の増強を実施。

・津波対策について

 
は、今後行われる災

 
害対策基本法の改

 
正議論や、内閣府の

 
中央防災会議の議

 
論を踏まえ、よりよい

 
方法を検討していく

 
べきであると認識し

 
ています。
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【参考】

 
今後講じる予定の対策

適宜対策を実施中
→2011年度内に完了予定

適宜対策を実施中
→2012年度内に完了予定

2011年8月に使いやすい画面への変更実施
2011年度末までにスマホ自動認証機能を提供

スマホ全機種に対応
（2011年秋冬モデル以降）

2012年度早々に提供予定

＜現在のステータス、今後の予定＞＜施策内容＞
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対策本部

仮設住宅仮設住宅

避難所

対策本部

車載型基地局

小型基地局

無線エントランス

新設基地局

新設基地局

既存基地局 既存基地局

大ゾーン化

衛星エントランス基地局 避難所

衛星エントランス

対策本部

仮設住宅仮設住宅

避難所

対策本部

車載型基地局

小型基地局

無線エントランス

新設基地局

新設基地局

既存基地局 既存基地局

大ゾーン化

衛星エントランス基地局 避難所

衛星エントランス

暫定対策エリア
 既存基地局を利用した大ゾーン化
 衛星エントランス基地局の暫定設置
 衛星回線を利用した車載型基地局の設置
 無線エントランスを利用した小型基地局の暫定設置

復興後エリア
 基地局新設によるエリア整備

【参考】

 
au基地局の復旧・復興イメージ
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災害時のみ立上げ

（震度6弱以上の地震等）
サーバ

パケット網（IS
 

NET）

・アプリを起動
・電話番号を入力
・音声を録音、相手へ配信

スマートフォン
（Android）

・ポップアップでお知らせ
・音声をダウンロード、再生
・アプリで履歴を確認可能

スマートフォン
（Android）

災害時に携帯電話の音声呼を100%疎通させることには限界あり。

→パケット通信やインターネット（ＰＣ）・固定通信の利用を勧奨する必要がある。

→携帯電話事業者として、災害用伝言板の利用訴求を図るため啓蒙活動を図りつつ、災害時の音声

 メッセージお届けサービスを提供し、安否確認を円滑にできるような手段を提供する。

【参考】

 
「災害時の音声メッセージお届けサービス」の提供
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（１）

 
東日本大震災の発生時における通信の輻輳状況等について

震災後、２日間程度の通信トラフィックデータ

①

 
通信トラフィック

関東及び東北における発着信状況

②

 
発着信規制の推移

関東及び東北における規制率

３．通信輻輳の対策について
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①通信トラヒック
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発信状況（関東）
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発信状況（東北）
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②発信規制の推移
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音声系規制状況（発信）＜関東＞
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音声系規制状況（発信）＜東北＞
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＜上記の通信規制を実施した主たる要因となった電気通信設備の種別＞
・交換機
＜交換機の設計容量（最繁時トラヒックの何倍までの処理能力を有しているか）＞

固定網 他事業者

ＫＤＤＩネットワーク

au
東北エリア

au
首都圏エリア

関門交換機

加入者交換機

基地局制御装置

基地局

関門交換機

加入者交換機

基地局制御装置

基地局

固定網 他事業者

ＫＤＤＩネットワーク

au
東北エリア

au
首都圏エリア

関門交換機

加入者交換機

基地局制御装置

基地局

関門交換機関門交換機

加入者交換機加入者交換機

基地局制御装置基地局制御装置

基地局基地局

関門交換機

加入者交換機

基地局制御装置

基地局

関門交換機関門交換機

加入者交換機加入者交換機

基地局制御装置基地局制御装置

基地局基地局

ボトル

 
ネック

ボトル

 
ネック

着

 
信

 
規

 
制

発

 
信

 
規

 
制

発

 
信

 
規

 
制

着

 
信

 
規

 
制

３－（２）

 
通信規制の対象電気通信設備及び設計容量



22

＜輻輳時の災害時優先電話用の回線リソースの留保の方法＞

①交換機間の中継回線部分及び無線のアクセス回線部分

・緊急通報および災害時優先電話の接続を行うための留保回線の設定を行っており、

 回線が輻輳した場合でも、適宜、重要通信用に留保回線が確保されます。

②他社との相互接続回線部分

・他社との相互接続契約に基づいて、留保回線の設定を行っています。

など

他通信事業者網他通信事業者網
などなど

基地局

制御装置

関門
交換機

基地局

携帯電話

または

固定電話

 加入者
被災地域

他地域

優先電話機

一般電話機

（110、119、１１８発信）

一般電話機
発信規制

→一般呼は規制がなされ、接続困難

優先呼：優先的に接続

加入者
交換機

一般呼：規制

３－（３）

 
災害時優先電話用回線リソースの留保方法




